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「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」の実現

「我が国企業のダイナミズムの復活、イノベーションの担い手であるスタートアップの徹底支援」
 お客さまの課題：成長ステージに応じた多種多様な経営支援・リスクマネー供給・大企業などとの資本提携・M&A

グループ横断的にチームアップし、お客さまの成長ストーリーを共有しつつトータルな支援を実施したい
金融グループがエンジェル投資家とスタートアップ・非上場企業をつなぐリスクマネーの橋渡し役になれないか

※ 鍵カッコ内は新しい資本主義実現会議「緊
急提言」（令和３年11月８日）から抜粋

ポストコロナの構造変化に対応するための「事業再構築・再生の環境整備」
 お客さまの課題：経営課題・財務課題の抜本的な解決、財務に精通した人材の不足

難易度の高い経営課題や潜在的なニーズに対して、グループで連携してプロアクティブに解決策を提案したい

「民間部門における中長期も含めた分配強化に向けた支援」
－ 経済成長の成果の家計への還元を促し、家計の安定的な資産形成を実現

 お客さまの課題：銀証連携に係る手続き上の負担の軽減、等

お客さまがシームレスかつワンストップに金融グループの商品・サービスを体験できる環境を実現したい

1．「新しい資本主義」の実現に向けて1．「新しい資本主義」の実現に向けて
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金融グループとして、スタートアップの成長ステージに応じた多様な金融ニーズや経営課
題・財務課題に応えるための情報授受規制のあり方

銀行 証券お客さま（非上場企業）

起業・事業化支援
・ビジネスコンペ開催
・外部パートナー紹介

決済・事務効率化
・ネットバンキング
・電子契約化推進

IPO支援
・IPO支援
・上場コンサル

• 技術はあるが暫く投資が先行する
• プロダクトの開発や販路拡大に専
念したい

エクイティ調達
・VC、エンジェル投資
・特定投資家私募
・クラウドファンディング

ネットワーク・
販路拡大

・ビジネスマッチング
・グローバル拠点連携

デット調達
・成長性評価融資
・政策金融との協働

社内体制構築
・ストックオプション
・持株会

M&A支援
・M&A検討サポート
（例：大企業）
・資本・業務提携

銀行のソリューション例 証券のソリューション例

ベンチャー企業の成長ステージに応じた
金融ニーズ、経営・財務課題の例

アーリー

ミドル

レイタ―

FW
規制

2．【事例1】 スタートアップに係る論点2．【事例1】 スタートアップに係る論点

• IPO以外も含めた次の成長プラ
ンを検討したい

• 海外市場への進出も目指したい
• ガバナンス態勢を強化したい

• 大企業との資本・業務提携を検
討したい

• 従業員が増えてきたが社内体制
整備が追い付かない

そもそも証券ソリューションが提案
可能か予め確認したい

ベンチャー企業は多種多様であり、
投資家目線に合うかは個別判断

…
…

▲ 必ずしも証券サービスに精通しているとは限らない

銀証間でのすり合わせ不可
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事業再構築・再生を目指すお客さまの難易度の高い金融ニーズや経営課題・財務課
題に金融グループ一体で解決策を提案するための情報授受規制のあり方

銀行 証券お客さま（非上場企業）

銀行のソリューション例 証券のソリューション例

事業再構築・再生を目指す企業の
金融ニーズ、経営・財務課題の例

• 主力事業の競争力が低下してお
り、抜本的な事業再構築が必要

A社

FW
規制

そもそも証券ソリューションが提案
可能か予め確認したい

証券ソリューションが提案可能かは
投資家目線で個別判断

2．【事例2】 事業再構築・再生に係る論点2．【事例2】 事業再構築・再生に係る論点

事業再建計画の策定支援
（売上増強、コスト削減等）

ファイナンス支援
（シニア、メザニン、LBO等）

選択と集中の実行
（カーブアウト、資産売却）

企業価値向上策の実行
（M&A、PEファンド）

投資家のエグジット
（M&A、IPO／再上場）

ネットワーク・販路拡大
（ビジネスマッチング、海外連携等）

• 事業を多角化しすぎており、主力
事業に経営資源を再集中したい

B社
• 事業基盤・競争力は盤石だが、
コロナ禍を受け財務再建が必要

C社
• 気候変動・脱炭素の流れの中で
中長期的に事業変革が必要

D社

…

▲ 必ずしも証券サービスに精通しているとは限らない

銀証間でのすり合わせ不可
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経済成長の成果の家計への還元を促し、家計の安定的な資産形成を実現していくた
めに相応しい情報授受規制のあり方

銀行 証券お客さま（個人） FW
規制

2．【事例3】 個人の資産形成に係る論点2．【事例3】 個人の資産形成に係る論点

担当者担当者

①運用ニーズの伝達
証券会社の紹介依頼

②紹介のための同意書
取得を目的に訪問

③同意書に署名・押印
（銀行担当者が持ち帰り）

④証券会社に
顧客ニーズを連携

⑤証券の担当者が
お客さまに往訪

第二次報告ではメールやアプリ等による同意取得が容易に。
他方、口頭で同意は得ていても手続きは必要であり、対面
取引での手続きをより柔軟化できないか。

足元の相場環
境を捉えた運
用をしたい。銀
行だけではなく
、証券の担当
者からも提案
してほしい。

お客さま
広告やニュース
で、XX債・株
の募集を開始
したと聞いたが
、詳しく教えて
ほしい。

（※）図表は第２回金融審議会・市場制度ワーキング・グループ「全国銀行協会資料」を規制の見直し踏まえアップデートしたもの
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銀行のお客さまであるベンチャー企業や地元企業と証券会社のお客さまであるエンジェ
ル投資家とをマッチングするために相応しい情報授受規制のあり方

証券 銀行お客さま（エンジェル投資家） FW
規制

2．【事例4】 エンジェル投資家に係る論点2．【事例4】 エンジェル投資家に係る論点

銀行のお客さまに紹介したいが
そもそもどのような投資先があるのか

ニーズのあるお客さまを紹介したい
がそもそもどのような投資家か

銀証間でのすり合わせ不可

非上場企業のお客さま
（ベンチャー・地元企業等）

銀行と比較して証券会社と取引の
ある非上場企業は少ない

…
非上場企業のお客さま

（ベンチャー・地元企業等）

応援してくれる投資家がいれば、
紹介して欲しい、話を聞いてみたい

良い投資先
があれば投
資したい

意欲的なベン
チャー経営者を
応援したい

株主コミュニティ制度

投資型クラウドファンディング

特定投資家私募

〈参考〉個人投資家・エンジェル投資家に
よる非上場企業投資の枠組み
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2．【事例5】 外務員資格登録に係る論点2．【事例5】 外務員資格登録に係る論点

銀行お客さま（主に法人）

お客さまの疑問（例）

証券の外務員資
格では銀行デリバ
ティブの提案不可

証券で外務員登録

担当RM
（兼職者） 非兼職者

銀行で外務員登録

• 経営課題の解決やディール全体のコーディネ
ートを担う担当者に相談したのに、担当RMが
提案から外れる理由がよくわからない。

• 兼職によって幅広い商品が提案できるように
なったはずでは？どういう理由で提案不可？

• 通常のリスクヘッジ取引で、証券業務は関係
ない取引なのに、なぜ兼職ルールが関係？

登録機関業務として銀行が
提供するリスクヘッジ商品
• 金利デリバティブ
• 通貨スワップ・オプション
• 天候デリバティブ、 等

大企業向け営業部（例）

関与不可

銀行デリバティブを
提案する非兼職
者の配置が必要非共有情報

の遮断措置

変動金利に
係る金利リ
スクをヘッジ
したい

貿易取引や外
貨借入に係る
為替リスクをヘ
ッジしたい

兼職者が、証券会社社員として証券外務員登録を行った場合、銀行の登録金融機関
業務であるヘッジニーズに対応するデリバティブ取引等の勧誘・販売等が不可となる


